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商工会議所法という法律に基づいて設立された地域
総合経済団体で、次のような特徴があります。

とは

初代会頭 五代友厚（表紙）

E-提案箱

「天下の貨財は決して之を私すべきものにあらず。よく集め
よく散じ、自ら利すると共に人を益してこそ、はじめて意義あり」

五代 友厚（1836～1885年）

大阪商工会議所の初代会頭・五代友厚が残した言
葉です。五代は、１８７８年８月に、大阪商法会議所
（現大阪商工会議所）を設立し、基幹産業の振興に
努めるとともに、大阪経済再生の仕組みをつくり、新
たな企業家・産業を育てた「大阪の恩人」と慕われま
した。
大阪商工会議所は、五代の志を受け継ぎ、これから
も大阪の発展、活性化に取り組んでまいります。

会員の皆さまのニーズを踏まえ、より多くの方々にご満足い
ただける事業を展開するため、大商のホームページに「E-
提案箱」を設けています。大商事業に対するご意見やご感
想をはじめ、今後の事業展開にあたってのご要望などがご
ざいましたら、お聞かせください。
■お問い合わせ先 総務企画部　総務担当　　 6944ー6211　　　　　 

https://www.osaka.cci.or.jp/

公共性 社会全体の発展をめざして

商工業の発展を図るとともに、広く地域全般の振興に努め、
社会一般の福祉の増進に寄与するという公共性をもってい
ます。

総合性 幅広い皆さまに支えられて

業種や企業規模にかかわりなく、幅広い企業、事業者の皆さ
まに入会していただき、その総合的なパワーを活動のよりどこ
ろとしています。

地域性 地域に根差して

原則として「市」を単位に設置されています。大商では、市内に
5支部を設置するなどその地区内の企業をはじめ多くの皆さま
に支えられ、地域に密着した活動を展開しています。

国際性 海外ネットワークを活かして

世界各地の商工会議所とも連携を図りつつ、企業の国際化
の推進や相互のビジネスチャンスの拡大に努めています。

大阪商工会議所の概要

■設      立 ： 1878（明治11）年8月27日
■所管地区 ： 大阪市
■会 員 数  ： 32,426
■代 表 者  ： 会頭　鳥井 信吾
　  　　  　　　  　サントリーホールディングス株式会社
　　　　　　　　　代表取締役副会長

皆さまの声をお寄せください
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■会員構成

（2024 年 3月末現在）
注）四捨五入のため、構成比
　  の合計は100％にならない

製造業
21.7%

会員数
32,426

卸売・小売業
22.7%

建設業
10.4%

情報通信業 5.5%

サービス業 5.2%

不動産業・物品賃貸業 5.4%

宿泊業・飲食サービス業 3.6%

運輸業・郵便業 3.8%

その他
9.0%

学術研究、専門・技術
サービス業
13.3%

生 命 共 済
業務災害補償プラン

休 業 補 償 プ ラン
生 活 総 合 保 険

傷 害 補 償 プ ラン
大 商 医 療 保 険

5

大 商 が ん 保 険

経営者保障プラン
〈 死 亡 保 障 タ イ プ 〉

7

経営者保障プラン
〈 三 大 疾 病 保 障 タ イ プ 〉
〈 就 業 障 が い 保 障 タ イ プ 〉
〈 医 療 保 障 タ イ プ 〉
〈総合保障健康増進タイプ〉

ビジネス総合保険
〈 賠 償 補 償 型 〉 20

ビジネス総合保険
〈 総 合 補 償 型 〉

特 定 退 職 金 共 済

12大商401 kプラン

10

個 人 年 金 共 済 11

小 規 模 企 業 共 済

9

サ イ バ ー 保 険

13

経営セーフティ共済

14

売上債権保全制度

15

輸出取引信用保険

16

17

海 外 P L 保 険 18

海外知財訴訟費用保険 19

業務中・業務外（24時間）の
病気・ケガの死亡保障

●死亡保障
●ケガの入院保障

業務中のケガの死亡補償
使用者責任対策

病気・ケガの入院期間、
医師の指示による自宅療養
期間中の所得を補償してほしい

がん・病気・ケガ・賠償責任・
介護・所得を包括（または選択）

して補償してほしい

経営者のための大型保障

経営者・従業員

経営者

従業員

病気やケガの
入院保障（補償）を
充実したい

経営者・従業員の
退職金制度を
導入したい・
見直したい

病気やケガの入院保障
（補償）を充実させたい

第三者賠償と
自損事故を対象

第三者に対する
賠償を対象

サイバー攻撃に起因する
賠償損害を補償

製品の販売先が

売上債権先が

ケガの入通院・手術費を
補償してほしい

病気・ケガの入通院、
手術費を保障してほしい

がんの保障を
充実させたい

会社からの掛金拠出

個人からの掛金拠出

個人からの掛金拠出

会社と個人からの掛金拠出

会社からの掛金拠出

国内
貸付でリスクヘッジ

保険でリスクヘッジ

海外

国内 PL事故の
賠償責任補償

知財権訴訟リスク
に備えたい

海外

インターネットの
リスクに備えたい

売上債権を
保全したい

製品を製造・販売
または輸出・輸入
している

企業活動に
関わる

損害リスクを
包括的にカバー
したい

貴社の
ニーズは？

START!

経営者・従業員の
福利厚生を
充実させたい・
見直したい

万が一の
事故による

損害賠償などの
経営リスクに
備えたい

経営者・従業員の
万が一の
病気やケガに
備えたい

商品番号

ケ
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・
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備
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の
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※裏面へお進みください

大阪商工会議所は、会員企業のニーズに合わせ
“21の制度商品”を取り揃えております。
貴社に合う制度商品をお探ししますので
今すぐスタート！

カンタン制度選択シート

大阪商工会議所の

共済共済共済・ ・保険保険 企業年金企業年金企業年金制度
死亡保障（補償）
や後遺障害保障
（補償）を
手厚くしたい

●長期の
　大型死亡保障

●死亡とケガの補償
●使用者賠償責任補償
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がん・心筋梗塞・脳卒中や
就業不能の保障を充実させたい



ご あ い さ つ

大阪商工会議所
会頭

２０２4年５月

鳥井 信吾

　大阪商工会議所では、２０２３年度から３年間の中期計画「挑戦都市 やってみな

はれ ! 大阪プラン」を推進しています。

　国内外の経済情勢が大きく変化するなか、会員企業の皆様が様々な課題に対応

し、将来の成長につなげていただけるよう、中堅・中小企業の新分野への挑戦を支

援する「価値創出・課題解決プロジェクト」、中小企業の稼ぐ力の向上をめざす「経

営基盤強化パッケージ」に取り組んでいます。

　そして、開催までいよいよ１年をきった「２０２５年大阪・関西万博」も大きな

チャンスです。万博は SDGs の実現と Society5.0 を大阪・関西・日本から世界に

発信できる、またとない機会であり、世界とのリアルな共創の舞台です。

　「大阪ヘルスケアパビリオン」への出展支援などを通じたイノベーティブなビジ

ネスの創出、また都市魅力観光魅力の再構築などに取り組み、大阪の飛躍につなげ

ていかねばなりません。

　本冊子では、「共済・保険」「経営相談」「販路拡大」等、会員企業の皆様の経営をサ

ポートする具体的な事業につきましてもご紹介しています。ご覧いただき、お気軽

にお問合せ、ご活用いただきますようお願いいたします。

　会員企業の皆様にとって「頼りになる商工会議所」、そして未来の大阪を「共創す

る商工会議所」をめざしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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取引先の売上債権の保全は万全ですか？
〈経営セーフティ共済と売上債権保全制度の比較〉

従業員の退職金準備は大丈夫ですか？
〈大商401Kプランと特定退職金共済の比較〉

〈 国 内 売 上 債 権 〉
対 象 と す る 債 権

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
全ての売上債権（事業者の取引によって生じたもの） 継続的取引かつ決済条件が1年以内の売上債権が対象

補 償 対 象 の 範 囲 全ての取引先（商品または役務の取引に該当しない貸付金債権、融通手
形に基づく債権などは不可）

原則全ての取引先を保険の対象とするが、年商規模に応じ、10社また
は5社以上の最低対象取引先を設定することも可

対 象 と す る 事 故 法的倒産（破産・特別清算・民事再生・会社更生）。弁護士などの関与する
私的整理については対象。夜逃げは対象外

法的倒産のほか、私的整理、夜逃げ、支払遅延も債務履行の見込みがな
いと保険会社が判断した場合には保険金（保証金）が支払われる

掛 金 ・ 保 険 料 掛金月額は5千円～20万円で800万円まで積立てられる。損金算入可 保険料（保証料）は取引先の信用状態などに応じて個別に設定。支払い
は年払い。損金算入可

そ の 他
・掛金は解約時点で返金される（払込期間によって払戻率が定められて
　いる）
・共済金の貸付を受けると貸付額の10分の1に相当する額が積立てた掛
　金総額から控除される

・保険料（保証料）は掛け捨て
・保険会社（保証会社）による審査機能を活用し、取引先の与信管理の　
充実・向上が図れる

補 償 内 容
・「回収困難となった売上債権の額」と「掛金総額の10倍に相当する額（最
　高8,000万円）」のいずれか少ない額を無担保・無保証で貸し付ける
・償還期間は貸付金額に応じて5～7年（据置期間6か月を含む）で毎月均等
　償還

・取引先1社あたりの債権残高を基準として支払限度額を設定します。
・「回収不能債権額（債権額）の95％」と「対象取引先ごとの支払限度額」の
　いずれか少ない額を保険金（保証金）で支払う

加 入 条 件
大商401Kプラン

大阪に主たる事業所を置く厚生年金適用事業所

給 付 額 加入者の運用結果により増減

積 立 不 足 発生しない（退職給付債務の認識も不要）

ポ ー タ ビ リ テ ィ 可能

従業員からの掛金拠出 可能（事業主と従業員のマッチング拠出）  ※イデコ併用選択も可

加 入 手 続 き 期 間 3カ月程度

掛 金 ／ 月（ 1 人 ） 上限55,000円（他に企業年金がある場合は27,500円）

掛金の損金算入（必要経費） 全額可能

給 付 の 種 類

※大商401kプランと特定退職金共済をセットで加入することも可能です。

15

特定退職金共済
大阪市内の事業所

加 入 対 象 経営者・役員・従業員（人数要件あり） 従業員（使用人兼務役員は加入可）

大商特退共規約に基づく

発生しない（退職給付債務の認識も不要）

大商の特退共に加入する事業所間であれば可

不可能

2カ月程度

1,000円～30,000円（1,000円単位）

全額可能

・年金（特退共加入10年以上での退職が条件）
・退職一時金（退職時）
・遺族一時金（死亡時）

1312

売上債権保全制度16

・老齢給付金（原則60歳から）
・障害給付金（一定基準の障害認定時）
・死亡一時金（死亡時）

お問合せ先
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8　TEL：06-6944-6352  FAX：06-6944-6345
大阪商工会議所　中小企業振興部 共済事業室

2024.3

※ご記入いただいた個人情報は委託保険会社などの金融機関に提供し、本会議所共済制度の募集活動に利用しますので、ご了承ください。

★貴　　名： ★TEL：

★所  在  地：

★事業所名：

★〈関心ある制度名もしくは商品番号〉

★該当するものに　　　　をつけて下さい

加入を検討したい 内容を聞きたい 詳しく相談したい

※★の項目をご記入の上、FAX（06-6944-6345）して下さい。F
A
X
で
送
信
く
だ
さ
い

カンタン制度選択シート

団体割引された掛金で死亡・障害・ケガ入院を保障。従業員の死亡退職金・弔慰金支給や法定外労
災補償として活用できます。1年ごとの収支決算で、剰余金が生じたときは掛金の一部を配当
金としてお返しします。

生 命 共 済
（死亡・ケガ入院の保障）

ケガ・病気
への備え

退職金の
準 備

事業リスク
への備え

1

従業員の就業中や通勤途中での事故による死亡・後遺障害・入通院などを補償する傷害保険と、過労死などの労災
事故で労災保険だけでは賄いきれない高額な賠償金支払いのための使用者賠償責任保険が付いています。さらに
特約付加すれば従業員からパワハラ・セクハラ・不当解雇で訴えられた場合の賠償金に対しても保険金で支払います。

業務災害補償プラン
（傷害保険と使用者賠償責任保険のセット）

2

三大疾病による長期入院は日数無制限で保障。短期入院でも一律10日分の入院給付金を、日帰り
手術でも手術給付金に加え、通院給付金をお受取りいただけます。大商医療保険 （ケガ・病気の終身医療保障）

がんや上皮内新生物と診断された場合の診断給付金をはじめ、手術・高度先進医療・入院・通院な
どの幅広い保障が魅力！がん患者専門カウンセラーによる訪問面談や専門医紹介のサービスも
あります。

大商がん保険
（高額のがん医療費を賄う）

安心して日常生活を送るために必要な補償（がん・病気・ケガ・賠償責任・介護・所得）を包括また
は選択して加入できる制度です。

生活総合保険 （日常生活リスクを包括カバー）

病気やケガによる入院・自宅療養で仕事を休んだ場合の所得を補償します。1年間補償の基本プラン
のほか、60歳または65歳まで補償する長期プランもあります。

休業補償プラン （就業不能の際の休業補償）

3

事故による死亡、入通院、介護、手術費を補償。特約で被害事故補償と個人賠償責任補償を付加
できます。

傷害補償プラン （充実の傷害総合保険）

従業員の退職金準備に最適。掛金は損金算入、年金資産への特別法人税なし。給付には退職所得
控除や公的年金等控除が適用され、税法上有利です。過去勤務期間の通算もできます。

特定退職金共済 （従業員の退職金準備）

大商401kプラン 導入・維持コストや事務負担が少ない中堅・中小企業向け確定拠出年金制度です。投資教育、運用
商品も充実しているので安心です。事業主と従業員のマッチング拠出やイデコ併用もできます。

（中小企業向け総合型確定拠出年金）

個人年金共済 老後資金準備のための個人拠出による年金制度。掛金は個人年金保険料控除の対象になるので、
貯蓄で準備するよりも有利です。

（老後資金の安定確実準備）
11

経営者・役員のための退職金準備制度です。掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得から
全額控除できます。共済金には退職所得控除や公的年金等控除が適用され税法上有利です。

小規模企業共済 （経営者・役員の退職金準備）

情報漏えいやサイバー攻撃に起因する賠償損害、費用損害、利益損害を補償します。サイバー保険 （サイバーリスクを包括カバー）

13

取引先が倒産し売掛金や手形等が回収困難になったとき、連鎖倒産を防ぐため、一定の掛金積立
により共済金の貸付が受けられる制度です。

経営セーフティ共済 （連鎖倒産から自社を守る）

取引先の倒産などによる売上債権の回収不能リスクをカバーする制度です。加入企業の販売先
が支払責務を履行しないことにより、加入企業が被る損害を保険金（保証金）で支払います。

売上債権保全制度 （国内売上債権のリスクヘッジ）

海外取引先の倒産や支払遅延により輸出代金が回収不能となった損害を補償する制度です。
輸出制限や戦争、地震などによるカントリーリスクも補償します。

輸出取引信用保険 （海外売上債権のリスクヘッジ）

海外知財訴訟費用保険 アジアまたは全世界で知財権侵害訴訟を起こされた場合の高額な係争費用を賄うための保険です。
保険金額500万円、1,000万円、3,000万円、5,000万円から選べます。

（海外知財訴訟のリスクヘッジ）

海外PL保険 海外のPL（製造物責任）に関わる万一の事故に対応するための保険制度で、法律上の損害賠償
責任を補償します。リコール費用担保特約を付加できます。

（海外の製造物責任事故を補償）

経営者・役員の退職金の準備をはじめ、万が一の場合の保障や借入金の返済、運転資金、税負担の軽
減などさまざまな目的で活用できる制度です。⑧死亡保障タイプと⑨がん・心筋梗塞・脳卒中の三
大疾病保障タイプ、就業障がい保障タイプ、医療保障タイプ、総合保障健康増進タイプがあります。

経営者保障プラン
（経営者・役員の退職金と事業継続資金の準備）

商品番号

10

ビジネス総合保険
（企業損害リスクを包括カバー）
企業活動に関わる損害リスクを包括的にカバーする総合型保険です。業種ごとに必要な補償がパッ
クされ、中小企業に大変お勧めの制度です。　 PLなど第三者賠償を補償する賠償補償型と　第三者
賠償はじめ、自社の財産・事業休業・工事に関する損害も補償される総合補償型があります。
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